
亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則及び亀山市立認定こど

も園利用者負担額等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市規則第２０号 

  

亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則及び亀山市立認定

こども園利用者負担額等に関する規則の一部を改正する規則 

 

（亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則（平成２７年亀

山市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を

加える。 

改正後 改正前 

（延長保育料） 

第４条 ［略］ 

（乳児等通園支援事業の利用料） 

第５条 条例第７条の規則で定める乳

児等通園支援事業の利用料（以下

「利用料」という。）の額は、別表

第３に定める額とする。 

（延長保育料） 

第４条 ［略］ 

 

［条を加える。］ 

（乳児等通園支援事業の利用料の減

免） 

 

 



第６条 条例第８条の規定による利用

料の減免を申請しようとする者は、

乳児等通園支援事業利用料減免申請

書（様式第４号）に減免申請の理由

を証する書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した

場合は、その内容を審査し、必要と

認めるときは、利用料の減免を行う

ものとする。 

３ 市長は、第１項の申請に基づき、

利用料の減免の可否を決定したとき

は、乳児等通園支援事業利用料減免

決定通知書（様式第５号）により、

通知するものとする。 

［条を加える。］ 

（その他） （その他） 

第７条 ［略］ 第５条 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 別表第１各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の欄中

「当該年度分の市町村民税」の次に「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による特別区民税を含む。以下同じ。）」を加え、同表備考中「（昭和２５年

法律第２２６号）」を削り、「所得割をいう。」を「所得割（同法第３２８条の規

定によって課する所得割を除く。）をいう。以下同じ。」に、「同法第３１４条の

７、第３１４条の８、附則第５条第３項、附則第５条の４第６項及び附則第５条の

４の２第６項の規定は適用しないもの」を「子ども・子育て支援法施行規則第２１

条に規定する規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した

額」に改める。 

別表第２の次に次の１表を加える。 

 別表第３（第５条関係） 



区分 利用料 

生活保護法の規定による保護を受けてい

る世帯 

０円 

所得割額７７，１０１円未満世帯及び要 １時間当たり子ども１人につき１００円 

支援児童等のいる世帯  

上記以外 １時間当たり子ども１人につき３００円 

  備考 

この表における区分の定義については次のとおりとする。 

（１）所得割額７７，１０１円未満世帯とは、乳児等支援給付認定保護者及び当

該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通

園支援のあった月の属する年度（特定乳児等通園支援のあった月が４月から

８月までの場合にあっては、前年度）分の所得割の額（子ども・子育て支援

法施行規則第２１条に規定する規定による控除をされるべき金額があるとき

は、当該金額を加算した額とする。）を合算した額（乳児等支援給付認定保

護者又は当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都

市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの

ものを本市の区域内に住所を有する者とみなして、算定した額）が７７，

１０１円未満である世帯又は法第３０条の４第３号に規定する市町村民税世

帯非課税者である世帯（（１）に掲げる世帯を除く。）をいう。 

（２）要支援児童等のいる世帯とは、要支援家庭こどものいる世帯その他市長が

特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況

及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる

世帯（（１）及び（２）に掲げる世帯を除く。）をいう。 

  様式第３号の次に次の２様式を加える。 

 

 

 



様式第４号（第６条関係）  

 

年   月   日  

亀山市長  様  

住所             

申請者  氏名           ○印  

電話             

  

 

乳児等通園支援事業利用料減免申請書  

 

 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例施行規則第６

条第１項の規定により乳児等通園支援事業の利用料の減額（免除）

を受けたいので、次のとおり申請します。  

子どもの氏名   

生年月日  年   月   日生  

減額（免除）を受けよ

うとする乳児等通園支

援事業利用料  

１時間当たり         円  

減額（免除）を受けよ

うとする理由  
 

 

（備考）  

 減額（免除）を受けようとする理由を証明する書類を添付してく

ださい。  



様式第５号（第６条関係）  

第      号  

年   月   日  

 

             様  

亀山市長          □印  

 

乳児等通園支援事業利用料減免決定通知書  

 

     年   月   日付けで申請のあった乳児等通園支援事業

利用料の減額（免除）について、次のとおり決定したので通知しま

す。  

子どもの氏名   

生年月日  年   月   日生  

乳児等

通園支

援事業

利用料  

減額（免除）前  １時間当たり        円  

減額（免除）後  １時間当たり        円  

減額（免除）開始年月日  年   月   日から  

備考  

減額（免除）を受けた理由がなく

なったときは、速やかに届け出る

こと。  

 

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日
の翌日から起算して３月以内に、亀山市長に対して審査請求をする
ことができます。  
 また、この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して６月以内に、亀山市を被告として（訴訟に
おいて亀山市を代表する者は亀山市長となります。）、提起するこ
とができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から
起算して６月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を
経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消し
の訴えを提起することができます。  



（亀山市立認定こども園利用者負担額等に関する規則の一部改正） 

第２条 亀山市立認定こども園利用者負担額等に関する規則（平成２８年亀山市規則

第２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を

加える。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、亀山市認定こど

も園条例（平成２７年亀山市条例第

３０号。以下「条例」という。）第

４条、第７条及び第８条の規定に基

づき、亀山市立認定こども園の利用

者負担額等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この規則は、亀山市認定こど

も園条例（平成２７年亀山市条例第

３０号。以下「条例」という。）第

４条及び第７条の規定に基づき、亀

山市立認定こども園の利用者負担額

等に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（利用時間） 

第４条 ［略］ 

（利用時間） 

第４条 ［略］ 

（乳児等通園支援事業の利用料） 

第５条 条例第８条の規則で定める乳

児等通園支援事業の利用料（以下

「利用料」という。）の額は、別表

第４に定める額とする。 

 

［条を加える。］ 

（乳児等通園支援事業の利用料の減

免） 

第６条 条例第９条の規定による利用

 

 

［条を加える。］ 



料の減免を申請しようとする者は、

認定こども園乳児等通園支援事業利

用料減免申請書（様式第４号）に減

免申請の理由を証する書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した

場合は、その内容を審査し、必要と

認めるときは、利用料の減免を行う

ものとする。 

３ 市長は、第１項の申請に基づき、

利用料の減免の可否を決定したとき

は、認定こども園乳児等通園支援事

業利用料減免決定通知書（様式第５

号）により、通知するものとする。 

（不正利得の返還） （不正利得の返還） 

第７条 ［略］ 第５条 ［略］ 

（その他） （その他） 

第８条 ［略］ 第６条 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 別表第１各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の欄中

「当該年度分の市町村民税」の次に「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による特別区民税を含む。以下同じ。）」を加え、同表備考中「（昭和２５年

法律第２２６号）」を削り、「同法第３１４条の７、第３１４条の８、附則第５条

第３項、附則第５条の４第６項及び附則第５条の４の２第６項の規定は適用しない

もの」を「子ども・子育て支援法施行規則第２１条に規定する規定による控除をさ

れるべき金額があるときは、当該金額を加算した額」に改める。 

別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第５条関係） 

区分 利用料 



生活保護法の規定による保護を受けてい

る世帯 

０円 

所得割額７７，１０１円未満世帯及び要

支援児童等のいる世帯 

１時間当たり子ども１人につき１００円 

上記以外 １時間当たり子ども１人につき３００円 

備考 

この表における区分の定義については次のとおりとする。 

（１）所得割額７７，１０１円未満世帯とは、乳児等支援給付認定保護者及び当

該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通

園支援のあった月の属する年度（特定乳児等通園支援のあった月が４月から

８月までの場合にあっては、前年度）分の所得割の額（子ども・子育て支援

法施行規則第２１条に規定する規定による控除をされるべき金額があるとき

は、当該金額を加算した額とする。）を合算した額（乳児等支援給付認定保

護者又は当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都

市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの

ものを本市の区域内に住所を有する者とみなして、算定した額）が７７，

１０１円未満である世帯又は法第３０条の４第３号に規定する市町村民税世

帯非課税者である世帯（（１）に掲げる世帯を除く。）をいう。 

（２）要支援児童等のいる世帯とは、要支援家庭こどものいる世帯その他市長が

特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況

及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認められる

世帯（（１）及び（２）に掲げる世帯を除く。）をいう。 

  様式第３号の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

亀山市長 様 

住所          

申請者 氏名        ○印  

電話          

  

 

認定こども園乳児等通園支援事業利用料減免申請書 

 

 亀山市認定こども園利用者負担額等に関する規則第６条第１項の規定により乳児

等通園支援事業利用料の減額（免除）を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

子どもの氏名  

生年月日 年  月  日生 

減額（免除）を受けようとす

る乳児等通園支援事業利用料 
１時間当たり            円 

減額（免除）を受けようとす

る理由 
 

 

（備考） 

 減額（免除）を受けようとする理由を証明する書類を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

             様 

亀山市長         □印  

 

認定こども園乳児等通園支援事業利用料減免決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった乳児等通園支援事業利用料の減額

（免除）について、次のとおり決定したので通知します。 

 

子どもの氏名  

生年月日 年  月  日生 

乳児等通

園支援事

業利用料 

減額（免除）前 １時間当たり         円 

減額（免除）後 １時間当たり         円 

減額（免除）開始年月日 年  月  日から 

備考 
減額（免除）を受けた理由がなくなったと

きは、速やかに届け出ること。 

 

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して３月以内に、亀山市長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６月以内に、亀山市を被告として（訴訟において亀山市を代表する者は亀

山市長となります。）、提起することができます。なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１

年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


